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ｓ ｉ ｎ ｃ ｅ １９９３ 

“ ここから世界へ！ ！ ” 
 

 
特定非営利活動法人 

綾瀬スポーツコミュニティ  



綾瀬フットボールクラブ規約  

 
（ 名称及び所在地） 

第１ 条 本クラブは綾瀬フットボールクラブと称し、 神奈川県綾瀬市深谷上１－ １２－ ５ 

に事務所を置く。  

 

（ 目  的） 

第２ 条 本クラブはサッカーを通して青少年の精神ならびに身体の健全な育成を図り、地域

のサッカーの強化・ 育成・ 普及と、 ひいては日本サッカー界の発展に寄与すること

を目的とする。 

 

（ 入会資格） 

第３ 条  本クラブへの入会資格は、 本クラブの目的に賛同するものであって、 本クラブが

入会に適すると認めた者とする。 

 

（ 入・ 退会手続き） 

第４ 条 本クラブの入・ 退会は随時行えるものとし、 所定の届けを提出するものとする。 

 

（ 会  費） 

第５ 条 本クラブの会員は、 別に定める額の会費をすみやかに納入することとする。 

 

（ 保  険） 

第６ 条  会員は、 入会と同時にスポーツ傷害保険に加入しなければならない。 費用は会員

負担とし、 加入手続きはクラブが代行する。 

 

（ 傷害事故） 

第７ 条  会員の本クラブ活動中の事故については、 本クラブが応急処置を行うが、 その後

の処置については会員負担とする。 

また会員は補償に関して本クラブ加入の傷害保険範囲内にとどめ、 その範囲を越

える請求はしないものとする。 

 

（ 付 則） 

第８ 条  本クラブは必要に応じ随時本規約を改正することができるとともに、 本規約に定

めない事項については細則を定めることができる。 

第９ 条 本規約は平成１ １ 年４ 月１ 日から施行する。 



本クラブの管理下における活動中の事故、 及び本クラブの指定する場所・ 解散場所と、 本クラ

ブ会員の住所との通常の経路往復中の事故に際し、 会・ 会員・ 指導者・ 大会主催者に対して、 

その損害賠償請求をなすにあたり、 スポーツ安全協会の決定する保険金の限度内に、 その請求をと

どめ、 右限度を越える分については、 民事上の請求をなさないことを約束するものとする。 

綾 瀬 フ ッ ト ボ ー ル ク ラ ブ Ｙ Ｏ Ｕ Ｔ Ｈ  

綾瀬ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞYOUTHに入会を希望する場合は、 以下の諸事項を十分認識の上、 参加して下さい。 

 

（ １ ） 参 加 者 に 要 求 さ れ る 条 件 

①サッカーが好きで、もっとうまくなりたいと思っている者。 
②健康上または進路関係の理由以外では、原則として休まないこと。 
③下記の目標にある「総合サッカークラブ」の意味を十分に理解していること。 
☆上記のことに疑問が生じたときは、保護者と連絡の上、ｸﾗﾌﾞより退くことを命じることがある。 

（ ２ ） 目 標 

サッカーが好きでも活動する場のない場合や技術向上を強く望む選手達のために、活動する場
を提供し技術向上をはかるとともに、将来トップレベルで通用するような心身ともに健全な子供
の育成をする。 

また、このクラブを今までの日本にはない、子供から老年まで一生涯を通じて同じクラブで
サッカーが続けられる総合サッカークラブとするためにみんなで邁進する。 

 
（ ３ ） 活 動 計 画 

◎ 基本的活動形態 

 

☆ 公式戦 

① 神奈川県クラブユースリーグ 

② 日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権大会関東予選 

③ 関東ｸﾗﾌﾞﾕｰｽﾘｰｸﾞ（ Ｋ Ｃ Ｙ ﾘｰｸﾞ） 

④Ｊﾕｰｽｶｯﾌﾟ関東予選 

⑤ 神奈川県Ｕ － １ ８ サッカーリーグ 

⑥ 神奈川県クラブユース新人戦 

 

☆ その他 

ｸﾗﾌﾞ・ 高校・ 大学・ 社会人などとの練習試合 

＠ 雨天時･ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ不良時は､ 体育館で活動を予定していますので､ シューズはｸﾞﾗﾝﾄﾞ用・ 体育館用

の２ 種類が必要となります｡ 

 

（ ４ ） 活 動 場 所 

綾瀬市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・ 綾瀬市立綾北中学校・ 綾瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園多目的広場などの

綾瀬市内各施設  

その他県内各施設  

 

（ ５ ） 事 故 に 関 す る 民 事 責 任 に つ い て の 合 意 
 

以上のことに合意していただきたいと思います。 よくお読み下さい。 

月 19: 00- 21: 00 練 習 

火   

水 19: 00- 21: 00 練 習 

木 ( 19: 00- 21: 00) ( 練 習 ) 

金 19: 00- 21: 00 練 習 

土 練習や 

公式戦・ 練習ｹﾞｰﾑ 

日 

 



（ ６ ） 入 会 金 ・ 会 費 に つ い て 

入会金

月会費 

バス維持費 

５ 、 ０ ０ ０ 円 （スポーツ傷害保険料などの諸費用） 

８ 、 ０ ０ ０ 円 （ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ施設使用料などのｸﾗﾌﾞ活動費） 

３，０００ 円     登録・大会参加費 ２２ 、 ０ ０ ０ 円      

＊ 必ずスポーツ傷害保険に加入してもらいます。 加入手続きはｸﾗﾌﾞで行います。 

※ 上記項目とは別に、 ユニフォーム・ ジャージ等の費用もかかります。 

◇中途入会は、 別途対応します。 

◇入会金・大会参加費等は入会時に下記口座へお願いします。 

《振込先》 

横浜銀行綾瀬支店  普通 １３１９５７５ 

特定非営利活動法人 綾瀬スポーツコミュニティ 

理事長 笠鳥 雅仁 

☆ 会費の納入は 、 月額 ８ ， ０ ０ ０ 円を指定銀行口座から毎月２ ７ 日に

引き落と し さ せて いた だ き ま す 。 （ 手数料の￥ 150は別途い ただ き ま す ） 

 
キリトリセン 

 

月 日提出 

 

綾瀬ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＹ ＯＵＴ Ｈ入会申込書 

活動の主旨・合意事項に同意し、綾瀬ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞに入会いたします。 
ﾌﾘｶﾞﾅ  ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

氏 名  保護者氏名 印 

生年月日  年（ 平成  年）  月 日生  

住 所 (〒 ー ) 

電話番号 ( ) ー ＦＡ Ｘ ( ) ー 

携帯 or Ｐ ＨＳ  

 

メールアドレス  

通学先･勤務先  

前所属ﾁｰﾑ名  登録番号  

身長・体重  ｃｍ   ｋ ｇ  
 

血液型 型 既往症 ( 有 ・ 無 )    
 

 

 


	綾瀬フットボールクラブ規約
	入会金月会費

